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本日の御議論

⚫ これまでの分散型エネルギー推進戦略WG（以下、「WG」という。）では、以下の事項についてご
議論いただいた。

・第１回：分散型エネルギーリソース（DER）の現状と、需要側リソース及び供給側リソースを
取り巻く課題

・第２回：各機関による2040年度における供給側・需要側リソースの導入見通しの試算結果
の報告と、供給側リソース・需要側リソースの施策の方向性

⚫ 本日は、第２回WGにおいて御議論いただいた、供給側リソース・需要側リソースの施策の方向性
を踏まえた、足下で実行可能な具体的な対応案の内容について、ご議論いただきたい。
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【参考】分散型エネルギー推進戦略WGの検討内容

（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電
力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料５



【参考】各機関による分散型エネルギーリソースの導入見通し

（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代
電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料3
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【参考】需要側リソースの施策の方向性

5（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代
電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5
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【参考】供給側リソースの施策の方向性

（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5
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• 需給調整市場における低圧リソース
の活用及び機器個別計測の取引開始

【2026年度～】
B

• ヒートポンプ給湯機・家庭用蓄電
池・ハイブリッド給湯機のDR 
ready要件案を策定

【2024～2025年度】

• 家庭用燃料電池（エネファーム）、
EV充電器・充放電器のDR対応につ
いて議論開始

【2025年度末～】

D

• コスト削減とユースケース組み合わ
せ及び大規模業務・産業用蓄電シス
テム導入支援事業の複数年度化

【2026年度～】

ERAB(VPPを活用したビジネス)

需要減

需要増

小売電気事業者 アグリゲーター

需要家設備 （DSR: Demand Side Resources）

料金メニュー

DR(※逆潮 流なし)

電気料金型DR インセンティブ型DR

VPP

発動

上げDR 上げDR

下げDR 下げDR
（ネガワット取引）

逆潮流

系統直付け設備

発動

逆潮流

出力等制御

発動

分散型エネルギー資源（DER：Distributed Energy Resources）＝DSR+系統直付け設備

系統用蓄電池

A

• 次世代スマメを活用したDR実証事
業開始

【2025～2026年度】

E

【参考】DERの将来イメージに対する取組の進捗状況

（出所）2023年3月14日 次世代の分散型電力システムに関する検討会 中間とりまとめ（一部加筆）

⚫ 「次世代の分散型電力システムに関する検討会」（2023年3月中間とりまとめ）において、様々な分散型リソース
が電力システムと融合し、安定供給や再エネ有効活用等に貢献する分散型電力システムの将来イメージを提示。

⚫ 以降3年が経過し、低圧リソース活用に向けた市場設計や、低圧リソース拡大に向けた機器要件の策定・導入支援等
を通じて、需要側リソース活用のためのビジネス環境が整備されつつある。供給側リソースについては、電気事業
法において１万kW超の系統用蓄電池から放電する事業を「発電事業」として位置付けるとともに、市場整備・導入
支援等により導入が加速する中で、安全性や持続可能性等を踏まえ事業規律の確保に取り組んできた。

⚫ 更なる分散型エネルギーリソースの活用・導入拡大に向けて、足下のビジネス環境や将来の導入見通し等を踏まえ
た課題の整理と必要な施策の検討が必要。
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１．需要側リソース
（１）DRの実績把握
（２）DRに対するインセンティブ
（３）リテラシー醸成
（４）需要側リソースのその他の論点

２．供給側リソース
（１）系統用蓄電池等の導入支援事業の見直し
（２）系統用蓄電池の地域との共生に向けた対応
（３）系統接続を早期化するための施策

３．リソース共通
（１）サイバーセキュリティの確保



（１）DRの実績把握

⚫ 猛暑やデータセンター設置等による電力需要の増加や火力発電の休廃止の進展により、
夏冬の高需要期を中心に電力需給が厳しくなる可能性。一方、再生可能エネルギーの導
入拡大に伴い、春秋の低需要期には出力制御が増加する傾向。

⚫ こうした中、DRは安定的な需給運用に貢献する手段の一つ。2022年に電気事業法上で
アグリゲーターを「特定卸供給事業者」として位置付けるとともに、特定機器（ヒート
ポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭用蓄電池等）をDRで活用するための必要な機
能（DRready要件）の検討等、DRの普及拡大に向けた環境整備を進めているところ。

⚫ 一昨年及び昨年の夏は猛暑であったにも拘わらず、一部エリアを除いてH1需要が更新さ
れていないが、これには経済DR等が寄与していた可能性を指摘する声がある。現状、市
場取引の実績については、需給調整市場は電力需給調整力取引所（EPRX）、容量市場は
電力広域的運営推進機関の公表情報等から一定程度入手できる一方、経済DRを中心とし
たDR実績の全体像が把握できない状態。

⚫ DRの導入見通し等も念頭に置いたDR対応機器・設備の拡大やDR実施を促す環境整備、
H1需要算定や容量市場の目標調達量の精緻化等を通じた適切な需給運用に向けて、DR
実績（特に経済DR）を把握するための方策の検討すべきではないか。
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【参考】本WG等における委員及びオブザーバーコメント

＜DR実績＞

（委員）

• DRリソースについて、どこに何が入っているか、どう使われているかについて情報がないのは問題。しっかりデー
タを集めることが必要。

• どの程度DRが入ってくるのかという点は、EBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）の観点から、
今後のカーボンニュートラルや系統増強等のインフラ整備を評価できるため重要。

（オブザーバー）

• 系統の設備増強が様々な施策インセンティブによって合理的な設備形成につながることが重要。正確な情報の把握
が正確な需要想定にも繋がり、周波数の安定化にも繋がると思っている。

• DR実績の計測データを示して効果を見せるとよいのではないか。

＜H1需要とDR＞

• 今夏H1需要とH3需要の差が少なかった要因として、実際にH1の時の気温は高かったものの、経済DRが大きく影
響した可能性がある。ただし、実際に何が起きたかは、計量値からでは捕捉し難いため、今夏に需要家がどのよう
に行動したのか、より詳細に振り返る必要がある。仮に、容量拠出金を減らすことが小売事業者のインセンティブ
になり経済DRが行われていたとすると容量拠出金の趣旨から見ても非常にうまくワークしていると言える。その結
果、将来的な容量確保量を減らすことに繋がり、合理的にDRが実施されているということになる。

（出所）2025年11月19日 第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会 議事要旨
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（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨



【参考】現状におけるDR関連データの入手先
容量市場 需給調整市場 経済DR

入手先
電力広域的運営推進機関

【容量市場メインオークション約定結果】

電力需給調整力取引所（EPRX）

【取引実績（速報値）】

資源エネルギー庁

【特定卸供給関係取引月報】

データ
特性

主な対象事業者
（経済DRは報告対象者）

• 発電事業者

• 特定卸供給事業者

• 発電事業者

• 特定卸供給事業者

• 一般送配電事業者

• 配電事業者

数量単位
• kW • ΔkW • kW（契約kW数）

• kWh（取引電力量）

報告単位 • 年間 • 30分コマ • 月間

エリア • 9供給区域（沖縄以外） • 9供給区域（沖縄以外） • 全10供給区域

電源種別

• 安定電源

• 変動電源（単独）

• 変動電源（アグリ）

• 発動指令電源

• 火力

• 水力・揚水

• 蓄電池

• VPP

• DR（需要抑制量）

取得
タイミング

• メインオークション（実需給の4
年前）に約定容量を公表

• 当日の約定処理後 • 毎月の実績を翌々月に報告

備考
• 数値は約定容量（kW）ベース

• VPP・DRは発電指令電源の内数

• 数量は約定量（ΔkW）ベース。
実需給断面における運用実績
（kWh）とは異なる。

• 報告内容は一般送配電事業者が
小売電気事業者・特定卸供給事
業者と契約するDRに限定
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⚫ DRの実施形態は、①報酬の形態（主に「電気料金型」と「インセンティブ型」）と②意思決定の主
体（主に「行動変容型」と「機器制御型」）によって大別することができる。

⚫ 足下ではDRサービス提供者が遠隔制御可能な機器・設備の市場投入数が限られていることから、DR
を実施する需要家は、DRサービス提供者との契約等に基づき、需要家自らがDRを実行するケースが
主流であることが想定される。

⚫ 一方、需要家の便益や利便性を確保しつつ、効果的且つ効率的なDRオペレーションを実現するため
には、特に機器毎の出力が小さく、市場活用等にあたってアグリゲートが必要な低圧リソースにおい
ては、機器・設備のIoT化を進めつつ、電気料金型やインセンティブ型等の多様な報酬形態でDRを
促していくべきである。

⚫ これらを踏まえ、DRポテンシャルを有する機器・設備（既設・新規）のIoT化を促す施策を検討し
てはどうか。また、一部の家庭用エネルギー消費機器（ヒートポンプ給湯機、家庭用蓄電池、ハイブ
リッド給湯機）については遠隔制御機能具備の標準化（＝DRready化）が進められているが、機
器・設備の特性を踏まえつつ、家庭用燃料電池（エネファーム）やEV充電器・充放電器を含め、
DRready対象機器の拡大を検討してはどうか。

⚫ 多様な報酬形態については、DR実績把握への対応（p.9参照）等を通じて足下のDRの実施状況等を
把握しつつ、IoT化施策との連携を図りながら、事業者に対して報酬等を促すような施策を検討する
と共に、需要家に対してDRの認知度向上及び普及に向けたリテラシー醸成を図ってはどうか。

（２）DRに対するインセンティブ
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【参考】本WGにおける委員及びオブザーバーコメント

＜DRインセンティブ＞

（委員）

• インセンティブ型は需給調整市場で入ってきているが、系統用蓄電池が需給調整市場において高値で落札している
ことが問題になっており、今後、上限価格も下げられ、市場の枠も縮小していく中で、低圧リソースがマネタイズ
できるかについて検討していく必要がある。料金で誘導することは簡単であるが、市場連動料金を選ぶ小売電気事
業者は多くなく、大手企業ほど顕著である。市場連動メニューがさらに認知されていくことが重要。フレキシブル
な料金をどうしていくのかが大きなミッションである。

• 小さい需要側リソースは料金と連動しないと絵に描いた餅に終わってしまう。小さい需要側リソースは頻繁に動か
すのではなく、太陽光を吸収できるように工夫しなければならず、例えば、市場価格連動の小売料金の推進や電力
の時間帯別CO2排出係数を用いたスコープ２の算定につなげていく等、需要側にメリットが必要。そのためにも足
下のデータを把握いただきたい。

（オブザーバー）

• DRの報酬形態について、電気料金型とインセンティブ型とあるが、DRへの認知を深めていく上でも様々な切り口
があることを示唆していただくのがいいのではないか。

• 自家消費を最大化した場合と小売電気事業者がBG内の収益を最大化した場合を一定程度分けて把握の上、DR効果
の高いほうにインセンティブを設けるのがよいのではないか。
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（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨

2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨
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【参考】DRに対するインセンティブ等の検討

（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・
次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



②意思決定の主体

１．行動変容型 ２．機器制御型

①
Ｄ
Ｒ
実
施
に
対
す
る
報
酬

１
．
電
気
料
金
型

需給ひっ迫時に電気料金を値上げ／再エネ有効活用のために電
気料金を値下げする等により、需要家自らが電力需要を調整

需給ひっ迫時に電気料金を値上げ／再エネ有効活用のために電気
料金を値下げする等を行い、需要家に代わって電力需要を調整

２
．
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
型

DRサービス提供者からの依頼に応じて、需要家自らが電力需要
を調整

DRサービス提供者が需要家に代わって電力需要を調整

【参考】DRサービスの事例（類型別）
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【参考】DR促進に向けたリソース規模別の対応

（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・
次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料3
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【参考】機器のDRready化の検討

（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー
大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料3
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⚫ 資源エネルギー庁では、2022年度から各需要家が保有するDR可能な施設・設備（高圧・特高）に対
するIoT化推進事業を実施している。

⚫ 補助対象は、高圧・特高の需要家側に設置されている既存施設・設備（蓄電池、空調設備、自家発電
設備、生産設備等）をDR対応可能とするための通信設備、センサー、EMS等のIoT化関連機器。

（出所）環境共創イニシアチブ 令和7年度補正 IoT化推進事業
https://sii.or.jp/DRIoT07r/

【参考】IoT化推進事業

IoT化が可能な施設・設備例令和7年度補正 DER導入支援等事業（PR資料）

（出所）経済産業省 令和7年度補正予算の概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/hosei/index.html

https://sii.or.jp/DRIoT07r/
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/hosei/index.html


⚫ 資源エネルギー庁では、 DR対応可能な家庭用、業務・産業用蓄電システムの導入支援事業も実施。本事業
への申請者は、蓄電システムをDRに活用可能とするために、「小売型」（小売電気事業者が提供するDRメ
ニューに加入）または「アグリ型」（蓄電池アグリゲーターとDR契約を締結）で申請する必要あり。

【参考】家庭用、業務・産業用蓄電システム導入支援事業

本事業で登録されたDRメニューの概要

DRの種類 事業者名 メニュー名称 特徴

家庭用
蓄電池

電気料金型

(株) Looop スマートタイムONE (電灯) アプリやHPで翌日までの30分ごとの単価を確認可能。価格シグナルに基づく行動
変容(ピークシフト等)により電気代を削減可能。

日本エネルギー総合システム (株)
DReco電灯A/Dreco電灯
B/DReco動力

時間帯別の単価設定に合わせて使用時間をシフトすることで、電気料金の削減が
可能。

(株) グローバルエンジニアリング
需要シフト電灯NORTH/ 
EAST/WEST/SOUTH 系統安定化への貢献および、充放電パターンによる経済的メリット。

インセンティブ型

(株) リミックスポイント StyleプラスDR
JEPX(日本卸電力取引所)の電源調達料金単価を無料で確認可能。市場価格
を把握することで、電気料金の高騰対策が可能。

TGオクトパスエナジー (株) オクトパス・家庭用蓄電池DR
チャレンジ2025 電気の使用時間をシフトすることで、電気代の割引(インセンティブ)を受けられる。

サーラeエナジー (株) サーラのえこチャレンジ 要請に応じた行動変容により、ポイント還元を受けられる。

東京電力エナジーパートナー (株)
エコ・省エネチャレンジ 機器制御
オプション 自動的な機器制御により、手間なくDRに参加・貢献が可能。

(株) UPDATER 蓄電池制御によるDRオプション 自動制御による手間削減と、月額料金割引による確実なメリット享受。

業務・
産業用
蓄電池

電気料金型 (株) MCリテールエナジー 市場連動メニュー
市場価格に合わせてが安価な時間帯に蓄電池を充電し、市場が高い時間帯
（需要が高い）に蓄電池を放電することにより、需要を抑制しつつ、アービトラージ
効果を最大に創出している。

インセンティブ型

(株) リミックスポイント JPEXスタンダードDRプラン
JEPX(日本卸電力取引所)の電源調達料金単価を無料で確認可能。市場価格
を把握することで、電気料金の高騰対策が可能。

四国電力 (株) 報酬型DR契約
設備稼働または生産シフトの変更、自家発電設備の出力増減などによる対応で
電力需要を調整。

東北電力 (株) DRサービス
DRの実績を、DRサービス専用WEBサイト(エグゼムズWEB)で確認が可能。
需要場所ごとに東北電力が算定したベースライン電力量(kWh)と比較して、使用
電力量の抑制または創出が達成できた場合に特典を進呈。

（出所）環境共創イニシアチブHP 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業 (https://dr-battery.sii.or.jp/r6h/) 及び業務・産業用蓄電システム導入支援事業
(https://sii.or.jp/DRchikudenchi_gyousan06r/drmenu_list.html) を基に資源エネルギー庁作成
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https://dr-battery.sii.or.jp/r6h/
https://dr-battery.sii.or.jp/r6h/
https://dr-battery.sii.or.jp/r6h/
https://sii.or.jp/DRchikudenchi_gyousan06r/drmenu_list.html


【参考】海外におけるDR料金メニューの導入状況
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（備考）
TOU（Time of Use）：時間帯に応じて数段階の単価を設定する料金メニュー
CPP（Critical Peak Pricing）:需給ひっ迫タイミングに高い単価を設定する料金メニュー

Economy 7：TOUの一形態であり、オフピーク時間帯7時間（通常夜間）が安価な料金メニュー
SVT（Standard Variable Tariff）：一律単価だが、定期的に単価が変更される料金メニュー
RTP（Real Time Pricing）：各コマの卸価格に連動して常時単価を設定する料金メニュー

（出所）2023年8月22日 第8回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料5



（３）リテラシー醸成：DR

⚫ DRの普及にあたっては需要家や事業者の理解や取組が不可欠であり、様々なステークホルダーに対
してリテラシー醸成が必要。

⚫ 事業者向けには、ERABガイドラインやERABサイバーセキュリティガイドライン等、ビジネス指針
の策定等を行ってきた。需要家向けには、 DRやエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネ
ス（ERAB）の普及の観点から、ERABに関するハンドブック等を作成し、広報活動を行ってきた。
また、大規模需要家（エネルギー管理指定工場等）については、省エネ・非化石転換法に基づくDR
実績の定期報告を制度化し、DRの認知や取組を促しているところ。一方、低圧需要家については、
DR対応機器が少ないことやDRに対する認知が十分に進んでいないこと等により、足下では低圧リ
ソースのDR活用は十分に進んでいない。

⚫ DRready機器の要件化や低圧リソースの市場活用等、DR普及にも資するビジネス環境整備が進む中、
こうしたスケジュールを念頭に置きつつ、需要家の認知度向上等に向けて、幅広いステークホル
ダー（市民、自治体、小規模需要家等）のニーズや課題を意識したメリハリのある広報活動を通じ
てリテラシー醸成を図ってはどうか。

DR広報の検討にあたって考慮すべき主要スケジュール

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度～

第二世代スマートメーター

需給調整市場
（低圧リソースの活用・機器個別計測）

DRready機器
（HP給湯機・家庭用蓄電池・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ給湯機）

▼低圧から順次設置

▼低圧 ▼高圧・特高

▼要件化 ▼規格化・製品開発 ▼市場投入
21



⚫ 業務・産業用蓄電池は、導入実績が限定的となっているが、電気代削減やBCP対策といった需要家側の便益向上が
期待できる。また、2025年の消防法令の改正により、リチウムイオン蓄電池設備ついても常用／非常用兼用の電
源としての設置が可能となり、BCPの観点からも蓄電池が活用可能となる等、ユースケースの幅も広がっている。

⚫ 加えて、業務・産業用蓄電池は、DRリソースとしてのポテンシャルも大きいことから、蓄電池のユースケースに関
する需要家の認知度向上やアグリゲーターによる運用高度化に向けて、事業特性や事業者の課題を意識した広報活
動を通じてリテラシーの醸成を図ってはどうか。
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（３）リテラシー醸成：業務・産業用蓄電池

（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料４

業務・産業用蓄電池のユースケース例



【参考】本WGにおける委員及びオブザーバーコメント

＜リテラシー醸成＞

（委員）

• DRの周知や教育的プログラム等を入れてもらえたらと思う。電力のスイッチングの文脈では、欧米では低圧のス
イッチングは高圧よりも進みにくいので、州政府等が低圧のスイッチングに向けた認知や社会的規範として訴える
ような施策を実施している。

• 需要側蓄電池の導入・活用について、実現には壁がある認識。一般の低圧需要家が高額な蓄電池を自己資金で導入
しどのように活用するかという蓄電池に関する様々な情報が、世間一般に浸透しているとはいえない。今回提示さ
れた導入量を実現するためには、蓄電池に興味のない需要家への導入も必要になる。

（オブザーバー）

• 機器利用者の理解が何よりも重要。国や関係者が一体となってDRの社会的・経済的意義について周知をしていく必
要があるのではないか。

• 需要家がDRを認知し、行動する際の簡便さが重要。施策をまとめる際にはDRの手法や手続きにも言及いただきた
い。
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（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨

2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨



【参考】DR等に関連する既存のガイドブック等

ERABチラシ ERAB
ハンドブック

DR活用
ガイドブック

ERABに関する
ガイドライン

ERABに関する
サイバーセキュリティ
ガイドライン

作成主体 資源エネルギー庁 資源エネルギー庁 北海道経産局 資源エネルギー庁
資源エネルギー庁
情報処理推進機構

ターゲット 需要家全般 需要家全般 需要家全般 エネルギー事業者 エネルギー事業者

目的

ERABの紹介。アグ
リゲーターの役割
紹介。

VPPやDRの概要、
取引の流れ、事例
等を解説。

DRの重要性や実
施方法、メリッ
ト等を解説。

ERAB関係者が参考
とすべき基本原則と
なる具体的な指針。
適正なERABの普及
を促進し、効率的な
電力システムの実現
を図る。

ERABに参画する各
事業者が実施すべき
最低限のセキュリ
ティ対策の要求事項
をまとめたもの。

（出所）資源エネルギー庁HP 「バーチャルパワープラント・ディマンドリスポンスについて」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/
北海道経済産業局HP https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20250428_2/guidebook.pdf 24

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/erab_tirashi.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/erab_tirashi.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/erab_handbook.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/erab_handbook.pdf
https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20250428_2/guidebook.pdf
https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20250428_2/guidebook.pdf
https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20250428_2/guidebook.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/20171129001-1.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/20171129001-1.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/20171129001-1.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/20250522.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/20250522.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/20250522.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/20250522.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/
https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20250428_2/guidebook.pdf


（４）需要側リソースのその他の論点

⚫ 電力制度面では、容量市場の導入（2020年度）、需給調整市場の開設（2021年度）、特定卸供給事業者
（アグリゲーター）制度の創設（2022年度）等、電力システムにおけるDERの有効活用に向けた環境整備
が進展。

⚫ DERの活用拡大、特に低圧リソースの活用による電力システムの効率化・強靭化の実現に向け、2022年か
ら「次世代の分散型電力システムに関する検討会」において、対応策の検討が行われてきた。同検討会にお
ける検討事項は本WGに引き継がれたことを踏まえ、需給調整市場（機器個別計測）を始め、以下のような
論点について、今後本WGで取扱うこととしたい。

＜需給調整市場 低圧リソース及び機器個別計測＞
2026年度から第二世代スマートメーターの設置等を前提に低圧小規模リソース及び機器個別計測（低圧）の活
用が開始。機器点高圧・特高については、2027年度の取引開始に向けた対応が進められているところ、必要に応
じて本WGでフォローアップを行う。

＜ERABガイドライン＞
ERABの基本原則となる具体的指針。事業環境の変化に応じて改定を検討していく。なお、同ガイドラインでは、下
げDRにおける制御量評価のための標準ベースラインを提示しているところ、同検討会において、住宅用太陽光等
の分散型リソースの導入拡大やDR実施頻度の増加等を見据えたベースラインの追加を検討していくこととしている。

＜ERABサイバーセキュリティガイドライン＞
ERAB関係者が取り組むべき最低限のサイバーセキュリティ対策を提示。必要に応じて、新たなユースケースに対す
るセキュリティ対策等の追加を検討する。

⚫ また、電力広域的運営推進機関では、容量市場の2025年度包括的検証を実施しており、2026年3月末の検
証報告書にはDERに関連する事業者の気づきやアイデアも含まれるところ、同機関とも連携を図りつつ、必
要に応じて本WGで取り扱うこととしたい。
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⚫ 受電点計測では需給調整市場への参入が難しい、需要や変動性再エネ等の変動規模に対して蓄電池等
の出力規模が小さいリソース等を対象に、2026年度より順次、機器点計測による同市場参入が可能。
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L

系統

受電点

機器点※

制
御
対
象

LG
or

DR等自家発等

需給調整市場 機器個別計測の概要

2025年度 2026年度 2027年度～

第二世代スマートメーター設置

機器個別計測 運用開始 ▼低圧 ▼高圧・特高

機器個別計測 ユースケース例

※原則、特定計量器または特例計量器（500kW未満）の計量データ
を第二世代スマートメーターのIoTルートを活用して収集する必要

スケジュール

・・・

市場供出

L

需要

家庭
需要

家庭用
蓄電池等

機器点※

L

データセンター
・大規模工場等

業務・産業用
蓄電池等

受電点
アグリゲーション

受電点

機器点※

市場供出

低圧

高圧・特高 機器点による市場への供出

低圧x機器点のアグリゲーションによる市場への供出

【参考】需給調整市場 機器個別計測の概要

▼低圧から順次設置

※原則、特定計量器または特例計量器（500kW未満）の計量データ
を第二世代スマートメーターのIoTルートを活用して収集する必要



【参考】需給調整市場における機器個別計測に向けたスケジュール
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（出所）2025年11月19日 第14回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料6



【参考】ERABガイドライン

（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー
大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料3
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【参考】分散型リソースの拡大等を見据えたベースラインの検討

（出所）2025年9月8日 第13回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料5

29

⚫ 「次世代の分散型電力システムに関する検討会」において、住宅用太陽光等の分散型エネルギーリ
ソースの導入拡大やDR実施頻度の増加等を見据えたベースラインの追加を検討している。

（出所）2025年11月19日 第14回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料5

機器特有ベースラインの検討 高頻度DR時のベースラインの検討



【参考】容量市場の包括的検証

30

⚫ 容量市場開設から5年が経過したことを踏まえ、同市場が効果的に機能しているかどうかを検証し、
必要に応じて既存の制度にとらわれず見直しを実施すべく、電力広域的運営推進機関において容量市
場の2025年度包括的検証を実施。2026年度以降、本検証結果を基に容量市場の課題の精査や将来
を見据えた仕組みの最適化の検討が行われる予定。

（出所）2026年3月27日 第72回容量市場の在り方等に関する検討会 資料3

（注：分散型エネルギーリソースに関連しうる課題例を資源エネルギー庁にて赤下線追加）

包括的検証における検討課題



１．需要側リソース
（１）DRの実績把握
（２）DRに対するインセンティブ
（３）リテラシー醸成
（４）需要側リソースのその他の論点

２．供給側リソース
（１）系統用蓄電池等の導入支援事業の見直し
（２）系統用蓄電池の地域との共生に向けた対応
（３）系統接続を早期化するための施策

３．リソース共通
（１）サイバーセキュリティの確保



（１）系統用蓄電池等の導入支援事業の見直し

⚫ 必要性の高い系統用蓄電池の重点的な導入と効果的な運用を促すため、導入支援事業の活用が重要。

⚫ 健全かつ持続可能な事業を促進することに加え、蓄電池に期待される役割が十分に果たされるよう、以下の点で仕
組みの見直しを図ることとしてはどうか。

① 需給調整に加え、時間シフトによる再エネの最大活用への貢献を促すため、ストレージ式運用の対象となりう
る事業を高く評価する。
具体的には、10MW以上で容量市場に安定電源／調整機能有として入札するなどストレージ式運用の対象とな
るような事業計画を策定している場合に高く評価することとしてはどうか。

② 系統混雑緩和への貢献を促すため、混雑緩和への貢献が期待される案件については高く評価する。
具体的には、各一般送配電事業者が選定したエリアにおける事業であり、混雑緩和への貢献が期待される案件
を高く評価することとしてはどうか。

③ 蓄電池の安全性確保のため、一定の基準を満たした製品を導入する場合に高く評価する。
具体的には、製品評価技術基盤機構（NITE）が作成している「公共調達・重要インフラ向け蓄電池システム
の安全ガイドライン」に準拠した蓄電池システムを導入する場合に高く評価することとしてはどうか。

④ 蓄電池のサプライチェーン途絶リスクも踏まえて、部素材も含めたサプライチェーン強靱化の取組を行ってい
るメーカーが製造する蓄電池の導入を推進する。
具体的には、蓄電池の供給確保計画について、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に
関する法律（経済安全保障推進法）の認定を受けているメーカーの蓄電池セルを採用する場合に高く評価する
こととしてはどうか。

⚫ なお、導入支援事業における具体的な評価の手法（総合評価の採点評価における加点措置、補助率の優遇措置、必
須要件化等）や、導入支援事業の制度設計に反映する時期については事業の実態等を鑑みて各項目毎に個別判断す
ることとしてはどうか。

⚫ また、支援措置を活用せずに導入される系統用蓄電池についても、実態を踏まえつつ、電力システムに貢献する蓄
電池の重点的な導入と効果的な運用を促すために必要な対応を検討してはどうか。
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【参考】系統用蓄電池の活用のあり方に関する課題

33（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



【参考】系統用蓄電池のストレージ式運用

34（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



【参考】系統用蓄電池の立地誘導のあり方について

35（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



【参考】系統混雑に関する中長期見通し

36（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



【参考】蓄電池の安全ガイドライン（(独)製品評価技術基盤機構）

37

⚫ 本ガイドラインは、公共調達・重要インフラ向け蓄電システムに関する安全性基準を明確化したもの。

⚫ 系統用蓄電池においても電力システムにおける重要性が高まることを踏まえると、この基準を満たす
ことを求めていくべきとも考えられる。

（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



【参考】蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

38（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



NEDO

①供給確保計画の申請

②計画の認定

※1 蓄電池・部素材・製造装置の設備投資及び技術開発を支援。
補助率は、設備投資は最大1/3、技術開発は最大1/2。 

（製造装置のうち中小企業については設備投資1/2補助）

事業者

◼ 供給確保計画
の作成

◼ 交付申請書
の作成

③助成金※1の交付申請

④交付決定

◼ 供給確保計画を認定
 ・取組方針への適合性等を審査

◼ 認定事業者への支援内容を決定
・NEDOからの助成金の交付、等

経済産業大臣

事業開始 助成金の交付

＜経済安全保障法での計画認定のスキーム＞

※詳細については、経済産業省HPの「経済安全保障推進法」をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/index.html

①対象品目（リチウムイオン電池及びその部素材・製造装
置等）
②取組内容（設備投資・技術開発）
③先端性
④規模（車載用3GWh/年 以上、定置用300MWh/年 
以上など）
⑤人材確保・育成
⑥国内の蓄電池サプライチェーン強靱化・国内経済への寄
与
⑦脱炭素及び成長市場への対応
コスト競争力向上や海外市場獲得に向けた方針やロード
マップを策定し、取締役会その他これに準ずる機関による決
議・決定を行うこと。
⑧供給安定性
⑨取組を行うべき期間・期限
⑩実施体制
⑪需給ひっ迫時の対応
⑫供給能力の維持強化のための継続投資・研究開発
⑬技術流出防止措置

＜計画認定の要件＞

※蓄電池に係る安定供給確保取組方針 第3章より

安定供給確保支援基金 設置

⚫ 「経済安全保障推進法」及び「蓄電池に係る安定供給確保取組方針」に基づき、蓄電池の安定供給確保を図ろうとす
る者は、その実施しようとする蓄電池等の安定供給確保のための取組に関する計画（供給確保計画）を作成。

⚫ 事業者は供給確保計画を経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができた場合、支援を受けることが可能。
なお、成長市場への対応として、コスト競争力向上に関する取組の提出が必要。

⚫ 国内基盤の更なる拡充を図るべく、2026年3月5日より供給確保計画（第７弾）の新規申請を募集開始。

【参考】国内基盤強化に向けた支援措置：計画認定スキーム
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【参考】FIP制度における再エネ併設蓄電池の導入

40

⚫ 特に太陽光・風力といった自然変動電源においてFIP制度を活用する場合、蓄電池を併設す
ることにより、需給バランスの維持に貢献しながら、事業全体の期待収入を高めることが可
能。

（出所）2025年6月3日 第74回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料1



（２）系統用蓄電池の地域との共生に向けた対応

⚫ FIT/FIP制度における事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）等を参考に、系統用蓄電池に取り組
む事業者を対象とした事業規律確保に向けた指針（ガイドライン）の整備、導入支援事業等を通じて
ガイドラインの遵守を求めるといった取り組みを検討していくべきではないか。

⚫ また、このような地域共生の取組を着実に実施した上で、長期的に蓄電池事業に取り組み電力システ
ムへの貢献を行うような事業者を評価する仕組みの検討することが考えられないか。

41（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



【参考】公益との調整を行う関係法令

42（出所）2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能
エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料5



【参考】事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）

43（出所）事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）（2026年4月改定）より抜粋



（３）系統接続を早期化するための施策：
系統接続に資する情報公開の推進

⚫ 事業者が系統接続を検討するにあたり、事前に系統の状況を確認できるよう、情報公開を進めることが重要。

⚫ 発電等設備の設置場所の検討に資する情報として、発電側（逆潮流）では、想定潮流や系統余力を示した空き容量
（予想潮流）マップ、充電側（順潮流）では送電線や変圧器の空き容量等について示したウェルカムゾーンマップ
を各一般送配電事業者のHP上で公開している。

⚫ また、系統制約による出力制御の予見可能性を高めるため、今後1年間に系統に接続予定の電源情報を各一般送配電
事業者のHP上で公開することとした。

⚫ さらに、事業者の予見可能性を高める観点から、一般送配電事業者等が開示請求者と秘密保持契約を結ぶことで提
供する開示情報について、情報更新の時期・頻度を変更したところ。

⚫ その上で、情報公開の内容の更なる拡充について、引き続き検討していく。

系統接続に資する情報公開の例

出所：北海道電力ネットワーク「187kV以上系統 混雑状況マップ」

※2025年12月18日時点 ※2025年12月18日時点

出所：東京電力パワーグリッド「WELCOME ZONE MAP 全域 供給余力 66kV」
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第78回 再生可能エネルギー大量導入小委
（2025年12月26日) 資料1 



（３）系統接続を早期化するための施策：
発電等設備の系統接続に係る適切な規律の確保

⚫ 系統用蓄電池の導入が進展する中、複数事業者へのヒアリングによると、事業化（系統用蓄電池の設
置）に至る見込みが不透明な接続検討・契約申込みが多数存在するとされている。

⚫ 事業確度の高い系統用蓄電池が早期かつ確実に系統接続できるよう、接続検討・契約申込みそれぞれ
のプロセスにおける適切な規律の確保に向けた検討を進めている。

⚫ 具体的には、接続検討プロセスにおいては、①土地に関する書類提出の要件化、②１事業者当たりの
接続検討申込数の上限設定を実施・検討している。

⚫ 契約申込みプロセスにおいては、③土地使用権原提出の要件化、④契約申込み時の保証金の引上げや
工事費負担金の分割払いにおける初回の最低支払額の設定を検討している。

（①、③は系統用蓄電池を含む発電等設備全体に適用。②、④は系統用蓄電池のみに適用。）

対策①、②
対策④

対策③

45

第78回 再生可能エネルギー大量導入小委
（2025年12月26日) 資料1 を一部修正



• 系統用蓄電池の系統接続にあたって、現在、逆潮流側（放電側）はローカル系統以上においてノンファーム型

接続（系統接続にあたって容量確保やそのための系統増強を求めない）が導入されているが、順調流側（充電

側）は全ての電圧階級で系統接続において容量を確保することが求められている。

• そのため、系統接続にあたって、系統増強が求められるケースがあり、系統接続までの期間の長期化を招いて

いる面がある。

• これまで系統用蓄電池を系統増強せずに系統接続する観点から、①緊急時に蓄電池の充電を停止する装置（N

－１充電停止装置）の導入や、②特定の時間帯における充電制限に同意すること等を前提にして、系統増強せ

ずに早期に系統接続を認める早期連系追加対策を実施してきたところ。

• その上で、中長期的には、③順調流側（充電側）においても、逆潮流側（発電側）で現在導入されているよう

な、系統容量を確保せずに系統接続を可能とするノンファーム型接続の導入を進めていくこととした。

• 並行して、制御システムについての技術的な検討を進めることが必要であり、電力広域的運営推進機関におい

て、技術面を含めた制御手法の評価・検討等を進めていく。

• ただし、発電側ノンファーム型接続を参考にしたノンファーム型接続を導入するには、システム開発に５年以

上の長期間を要する可能性がある。そこで、それまでの期間において、可能な限り早期に蓄電池の円滑な接続

を可能とするための取組として、以下２点についても検討している。

➢ 当面は対象とする系統や蓄電池の規模を一定以上のものに限る形でシステムを構築する

➢ 北海道電力ネットワークが試行的取組として実施しているリアルタイム制御を導入する
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第78回 再生可能エネルギー大量導入小委
（2025年12月26日) 資料1 （３）系統接続を早期化するための施策：

系統用蓄電池の迅速な系統接続に向けたノンファーム型接続の導入等
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（３）系統接続を早期化するための施策：
順潮流側ノンファーム型接続の目指すべき方向性

• 広域機関における検討結果をまとめると、

✓ リアルタイム制御は相対的に早期に導入できるものの、蓄電池事業者にとって事業計画
が立てづらく、需給運用上の影響があることに加え、インバランス量が大きいといった
課題が存在する

✓ 計画値制御はリアルタイム制御と比較して、実需給前に混雑が判明することから蓄電池
事業者の事業計画への影響が小さく、インバランス量も小さいこと

等の特徴を踏まえ、リアルタイム制御や簡易的な計画値制御の導入を経ずに、発電側の仕組み
を参考とする計画値制御の導入を目指し検討を進めることとしてはどうか。

• ただし、広域機関の検討において示された様々な整理すべき課題、懸念は引き続き対応して

いく必要がある。特に供給力、調整力確保、供給信頼度評価については、他の審議会や関係

委員会での議論も必要となる。そこで、発電側の仕組みを参考とする計画値制御の導入に向

けた仕様の検討等と同時並行で、広域機関において、技術的検討及び供給信頼度評価、調整

力確保に当たっての課題の対応に関する検討を進めると共に、本WGにおいて、制度導入に

当たって整理すべき事項の検討を進めることとしたい。

第7回次世代電力系統WG
（2026年2月9日) 資料1



１．需要側リソース
（１）DRの実績把握
（２）DRに対するインセンティブ
（３）リテラシー醸成
（４）需要側リソースのその他の論点

２．供給側リソース
（１）系統用蓄電池等の導入支援事業の見直し
（２）系統用蓄電池の地域との共生に向けた対応
（３）系統接続を早期化するための施策

３．リソース共通
（１）サイバーセキュリティの確保



⚫ 分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ確保は、ERAB（エネルギー・リソース・アグリゲーション・
ビジネス）システムと機器の両面からの対応が必要。

＜ERABシステムレベル＞

➢ ERABシステムのサイバーセキュリティ対策については、ERABサイバーセキュリティガイドラインにおいて、ア
グリゲーター等のERAB事業者が確保すべきサイバーセキュリティ対策を整理。事業者に対して同ガイドラインに
準拠したERABシステム全体（機器を含む）のセキュリティ対応を求めると共に、サイバーセキュリティ環境の
変化に応じて同ガイドラインの見直しを行っていく。

＜機器レベル＞

➢ JC-STAR★1は蓄電池等に想定される脅威に対して求められるサイバーセキュリティ対策を全て包含しているわ
けではない。こうしたことを踏まえ、電力分野固有の脅威や特性、PCS等の制御システムに必要な機能を考慮し
たサイバーセキュリティ対策として、例えば、IoT製品類型ごとの特徴に応じた適合基準であるJC-STAR★2以
上の基準の整備を確定し、各種制度等における活用も検討していく。

➢ 分散型エネルギーリソースのうち、エネルギー消費機器のDRready化については「DRready勉強会」で検討が進
められている。これまで整理されたヒートポンプ給湯機、家庭用蓄電池、ハイブリッド給湯機のDRready要件案
では、セキュリティ要件としてJC-STAR★1以上を求めているが、JC-STAR★2の詳細要件が決定した場合には
「JC-STAR★2が要件となる場合がある」と留保を付けている。足下、(独)情報処理推進機構（IPA）において
JC-STARスマートホーム分野★2に求める要件が議論されており、業界団体においてもIPAにおける議論と同期
する形で仕様の検討が進められている。こうした状況を踏まえ、IPAにおいてJC-STARスマートホーム分野★2に
求める要件が確定次第、DRready機器のセキュリティ要件として「JC-STARスマートホーム分野★2を求める」
こととしてはどうか。

➢ なお、上記DRready機器は将来的に市場投入されることが見込まれるが、当面の間、既設のDR可能な機器や
DRready機器以外に販売されるDR可能な機器との混在が生じる。こうした状況においては、ECHONET Lite等
のJC-STARスマートホーム分野★2要件で求められるようなセキュアな通信がなされていないプロトコルを用いて
機器をERAB制御に利用する場合に、ステークホルダーに対してリスクや適切な利用方法を周知することが重要。
こうした状況を踏まえ、事業者に対してERABサイバーセキュリティガイドラインに準拠したセキュリティ対応
を求めると共に、上記についてERAB事業者や需要家に広く周知をする方法を検討してはどうか。

（１）サイバーセキュリティの確保
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＜サイバーセキュリティ＞

（委員）

• JC-STARの★１の取得を必須にしていくことはありがたいが、★１は初級のサイバーセキュリティ対策であり、重
要インフラに相当するような大規模な需要家にとっては★２以上の水準が求められるだろう。★１を取得していれ
ば懸念はないというメッセージは慎重にすべき。

• 分散型エネルギーリソースに対して、導入後にサイバーセキュリティ対策を実施するのは困難であるため、早期に
ルール設定をし、PDCAを回すことが重要。国産だから安全というわけではなく、日本製であってもシステムとし
てセキュリティを高めていくことが重要。

• サプライチェーンの安定性やサイバーセキュリティリスク等を踏まえて、リスクの低い製品に対して補助金を重点
的に配分していく考え方がいいのではないか。

（オブザーバー）

• サイバーセキュリティに関し、EUではCyber Resilience Act(CRA)等参入規制を設けており、罰則も大きな金額で
ある。今後はクラウドを通じて世界がつながる時代。機器レベルに加えて、ガバナンスも重要。マルウェアに感染
した場合の対策も備えていく必要がある。

【参考】本WG等における委員及びオブザーバーコメント

（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨

2026年3月6日 第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨
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【参考】ERABサイバーセキュリティガイドライン

（出所）2025年12月19日 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会／省エネルギー・新エネルギー分科会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー
大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会／電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨
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【参考】分散型電源のサイバーセキュリティ対策

（出所）2026年2月12日 第19回 産業サイバーセキュリティ研究会 ワーキンググループ１（制度・技術・標準化）電力SWG 資料5



ヒートポンプ給湯機のDRready要件（案）

１．通信接続機能

○ 機器等がGWと通信できること及びDRサービサーサーバーと構造化されたデータ形式を用いて通信できること

２．外部制御機能

① DR可能量※1を送信できること

② DR要求※2による沸き上げ開始時刻を受信できること

③ DR要求による沸き上げ開始時刻を加味した沸き上げ計画を策定できること

④ 現在の消費電力の推定値又は計量値を送信できること

⑤ 個体を識別して制御することが可能な情報を保有、確認できること※3

３．セキュリティ

① セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）★１以上※4であること

特に、機器メーカーサーバーと機器間の制御に関する通信においては、

② 通信先の制限、認証、通信メッセージの暗号化が可能なこと

③ 管理組織の特定が可能で、かつ脆弱性対策が設計可能なプロトコルで通信できること

※1 評価モードにおいて、１日の沸き上げに必要な消費電力量の50%以上DR可能とすること。

また、評価モードにおける１日の沸き上げに必要な消費電力量の内、DR可能な消費電力比率を公開すること。

※2 DR要求を受け付けられる時刻については公開すること。

※3 個体を識別して制御することが可能な情報については、特に「３.セキュリティ」を徹底すること。

※4 今後詳細要件が決まるセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）★２が要件となる場合がある。
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（出所）2025年1月28日 第4回 DRready勉強会 資料6

【参考】DRready機器のセキュリティ要件（ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機の例）
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